
日本司法支援センター（法テラス）では、平
成24年度に引き続き、震災に起因する法的ト
ラブルを抱え、経済的・精神的に不安定な状況
に陥っている被災者を支援するため、震災以降
の取組を継続し、「震災　法テラスダイヤル」
（フリーダイヤル）や被災地出張所における業
務の適切な運用を行うなど、生活再建に役立つ
法制度などの情報提供及び民事法律扶助を実施
した。
被災地出張所は、弁護士のいる都市部への移
動が困難な高齢者を始めとする被災者に対する
法的支援の拠点として、平成24年度までに7か
所（岩手県2か所、宮城県3か所、福島県2か
所）設置されたが、上記の業務に加えて、出張
所に来所することが困難な被災者のために、車
内で相談対応可能な自動車を利用した仮設住宅
等での巡回相談も実施した。
また、東日本大震災の被災者に対する援助の
ための日本司法支援センターの業務の特例に関
する法律（平成24年4月1日施行）に基づき、
東日本大震災法律援助事業（東日本大震災に際
し災害救助法が適用された市町村の区域（東京
都を除く。）に23年3月11日において住所等を
有していた者の東日本大震災に起因する紛争に
ついて、その者の資力状況にかかわらず、訴訟
代理、書類作成、法律相談等に係る援助を行う
業務）を実施した。

（4）快適で活力に満ちた生活環境の形成
ア　快適な都市環境の形成
誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の
形成を図るため、歩いていける範囲の身近な公
園を始めとした都市公園等の計画的な整備を
行っている。
また、良好な水辺空間の整備を行うことによ
り、河川等は、高齢者にとって憩いと交流の場

を提供する役割を果たしている。

イ　活力ある農山漁村の形成
「食料・農業・農村基本法」（平成11年法律第
106号）に基づき策定された「食料・農業・農
村基本計画」（平成22年3月閣議決定）を踏ま
え、農村高齢者がいきいきと活躍できる環境づ
くりのため、農村の高齢者が、農業に関する豊
富な知識や技術、経験を活かし、新規就農者な
ど地域の農業者等の育成や技術指導を行う取組
を支援するとともに、高齢者活動支援施設等の
整備を実施した。
また、集落が市町村、NPO法人等多様な主
体と連携を行い、農山漁村の持つ豊かな自然と
「食」を健康等に活用する取組を支援した。さ
らに、社会福祉法人等が高齢者のデイサービス
の一環として利用する農園の整備や、高齢者を
対象とした生きがい農園の整備を実施した。
農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、
農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境
の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開
かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を
図った。
また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよ
う、農山漁村における農業施設等のバリアフ
リー化等を推進した。高齢者等による農作業中
の事故が多い実態を踏まえ、地域ぐるみでの農
作業安全活動を実践する体制の整備を図るとと
もに、高齢農業者の安全意識を高めるため、農
作業安全の全国運動の実施や啓発方法の検討を
行った。
さらに、近年、高齢化の進展や食料品小売
店・飲食店数の減少等社会・経済構造の変化に
よって、中山間地域はもとより都市部において
も、住民に食料品の購入や飲食に不便や困難を
もたらす「食料品アクセス問題」が発生してお
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り、地域の実態に応じた有効な食料品のアクセ
ス改善を図ることが緊急の課題となっている。
このため、食料品へのアクセスが困難となって
いる地域において、高齢者等への食料品の円滑
な提供を図るため、民間事業者等が「食料品ア
クセス問題」を抱える市町村等と連携して行う
地域の実態を踏まえた取組を支援した。
加えて、「水産基本法」（平成13年法律第89
号）に基づき策定された「水産基本計画」（平
成24年3月閣議決定）を踏まえ、高齢者に配慮
した浮桟橋や屋根付き岸壁等の施設整備を実施
した。

5　高齢社会に対応した市場の活性化と
調査研究推進のための基本的施策

「高齢社会に対応した市場の活性化と調査研
究推進のための基本的施策」については、高齢
社会対策大綱において、次の方針を示している。

高齢者が健康で活躍しやすい環境づくり
のために、高齢者に優しく、ニーズに合致
した機器やサービスの開発を支援すること
で、高齢者向け市場を活性化させ、高齢者
の消費を高めるとともに、高齢化に対応し
た産業の強化等を通じて高齢者が生活の質
を保ち、安心で快適で豊かな暮らしを送る
ことができるような環境を形成する。
また、科学技術の研究開発とその活用
は、高齢化に伴う課題の解決に大きく寄与
するものであることから、高齢者に特有の
疾病及び健康増進に関する調査研究、高齢
者の利用に配慮した福祉用具、生活用品、
情報通信機器等の研究開発など各種の調査
研究等を推進するとともに、そのために必
要な基盤の整備を図る。

（1）高齢者向け市場の開拓と活性化
ア　医療・介護・健康関連産業の強化
公的保険外の医療・介護周辺サービス産業創
出のため、関連する規制・制度や事業化の可能
性について調査・検討を行うとともに、サービ
スの創出・事業化に対する支援を行った。

イ　不安の解消、生涯を楽しむための医療・介
護サービスの基盤強化
医療・介護従事者不足や医師の診療科偏在・
地域偏在の課題等の解決のための取組として、
地域医療支援センターの拡充（平成25年は30
道府県に設置）、チーム医療の推進等を行った。
医学部入学定員については、24年11月に入学
定員の上限を125名から140名まで引き上げ、
これを踏まえて25年度の医学部の入学定員を
50人増員した（20年度からの定員増は累積
1,416人）。また、病床に応じた医療資源の投入
を行い、効率的・効果的な質の高い医療サービ
スを安定的に提供できる体制の構築に向けた取
組を進めている。
また、地域包括ケアの推進等により住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続
けることができるような体制整備を目指して、
引き続き在宅での医療と介護の連携の推進な
ど、制度、報酬及び予算面から包括的に取組を
行っている。

ウ　地域における高齢者の安心な暮らしの実現
平成25年度においても、地域主導による地
域医療の再生や在宅介護の充実を引き続き図っ
た。そのため、介護関係者のみならず、医療関
係者や地域住民などの多職種で地域の課題把握
等を行う「地域ケア会議」の取組の推進や、情
報通信技術の活用による在宅での生活支援ツー
ルの整備などを進め、地域に暮らす高齢者が自
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